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〈まとめ〉

■今こそ取得促進をすすめるとき
　少子化が進み，労働力人口が減少するなか，優秀な人材
の確保および定着は企業の重要な経営課題といえます。コ
ロナ禍によってニューノーマル（新常態）時代を迎えると
しても，その現実に変わりはありません。
　優秀な人材の確保および定着を図るためには，社員にと
って魅力ある職場づくりを推進していくことが必要です。
その上で，自社の魅力を対外的に適切に訴求することで求
職者に関心を抱いてもらうとともに，今いる社員 1人ひと
りの帰属意識を醸成させ，貢献意欲を高めていくことが重
要です。
　そのための方策に，ワーク・ライフ・バランスの推進が
あり，その 1つとして男性の育児休業取得促進が挙げられ
ます。会社が社員の育児休業について取得を勧（すす）め
適切にサポートすることで，会社が社員の希望を叶えたり，
社員の家庭への配慮につながる面があります。
　本稿では，国の男性の育児休業取得促進に関する動向お
よび促進をするうえでのメリットを解説するとともに，企
業事例も紹介しています。ぜひご参考としてください。
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